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１．我が国の近年の都市交通施策



集約型都市構造の実現に向けた公共交通の重要性

○人口減少社会の到来などの社会経済情勢の変化に対応するため、平成19年に社会資本整備審議会
が『新しい時代の都市計画はいかにあるべきか』を答申。

○都市交通施策と市街地整備施策を連携させ、「総力戦」による集約型都市構造の実現を提言。
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【各都市に見られる市街地の傾向】

○集約型都市構造のあり方 ○実現にむけた戦略的取組

(4)求めるべき市街地像

基幹的な公共交通沿いに集約拠点の形成
を促進

【低密度市街地が拡大した結果】

中心部に基幹的市街地、郊外は低密で
分散

(1)かつての市街地

(2)今の市街地

全面的な市街化の進行過程

(3)低密度になった拡散市街地

市街地が全体的に希薄化

都市構造
改革

現在の市街
化の傾向

低密化を
放置

出典：社整審答申「新しい時代の都市計画はいかにあるべきか」（第二次答申） （平成１９年７月）



立地適正化計画と公共交通軸

○「コンパクト・プラス・ネットワーク」を実現するための計画制度として立地適正化計画制度を平成26年に
創設。

○主要な公共交通路線を都市構造における軸として設定し、沿線への居住の誘導や、拠点エリアへの
都市機能の誘導、歩行空間の充実等を図っていくことを基本的な方針としている。
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基幹的な公共交通軸

都市機能誘導区域

居住誘導区域

立地適正化計画と基幹的な公共交通軸

・生活サービスを誘導する
エリアと当該エリアに誘
導する施設を設定

・居住を誘導し人口密度を
維持するエリアを設定

・中心拠点を中心に地域／生活拠点、居住
を誘導すべき地域を結ぶ都市軸で、将来
にわたり一定以上のサービス水準を確保
する公共交通が運行する軸

立地適正化計画の計画事項（都市再生特別措置法第81条第2項に規定）
・住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針
・居住誘導区域（市町村が講じる施策を含む）
・都市機能誘導区域及び誘導施設（市町村が講じる施策を含む）
・誘導施設の立地を図るための事業等
・防災指針 など

「都市計画運用指針 P36」 （都市の骨格となる公共交通軸の確保）
多極ネットワーク型のコンパクトシティの実現に向けて、特に地方都
市においては、都市の中心拠点や生活拠点の充実に加え、拠点間を
結ぶ都市の骨格となる公共交通ネットワー クの確保・充実が必要で
ある。その際、実効性を高めるためにも、公共交通ネットワークの確
保に係る取組とまちづくりとが一体的に推進されることがますます求
められているところである。そのため、立地適正化計画において、都
市の骨格となる公共交通軸について、路線、 駅・停留所の位置、
サービスレベル等を即地的・具体的に位置付け、これと併せて、公共
交通の確保・充実を支える拠点整備等に係る取組を一体的かつ具体
的に定めることが重要である。こうした事項を、中長期的なまちづくり
の方針が示される立地適正化計画に位置づけることは、将来に渡る
継続性・安定性を確保することにもつながると考えられる。



地域公共交通計画

○立地適正化計画と密接に関連する計画制度として、同じく平成26年に地域公共交通網形成計画
制度（現在の地域公共交通計画制度）が創設。

○地域公共交通計画は「『地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿』を明らかにする『マスタープラ
ン』としての役割を果たすものであり、特に立地適正化計画における公共交通軸のあり方やその設定に
ついて整合を図るためには、地域公共交通計画と立地適正化計画を一体的に作成することが望ましいと
されている。

6

住民・市民との双方向コミュニケーションを通じた「地域の将来像」の共有
地域全体を見渡し、多様な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保
まちづくり・観光振興等の地域戦略との一体性の確保
利用者数、収支など定量的な目標設定と毎年度の評価・分析等（努力義務）

モード横断で望ましい地域交通ネットワークの姿を明らかにする地域公共交通のマスタープラン
・ 全ての地方公共団体に対して作成の努力義務 ※計画作成数：1,205件（2025年11月末時点）
・ 地方公共団体が組織する「法定協議会」において、住民や交通事業者等地域の関係者による協議（関係者には応諾義務）により

作成＝地域が自らデザインする交通へ
計画のポイント

公共/日本版
ライドシェア

福祉輸送、スクールバス、
病院・商業施設等の送迎サービスなど

地域旅客運送サービス

鉄軌道 旅客船BRT

路線バス
コミュニティバス デマンド交通

乗合／乗用
タクシー

地域公共交通計画

交通ネットワークの統合的将来像（地図）

公共交通軸と拠点
（幹線・支線など）

交通空白地と対策

適材適所の施策・事業

病院、学校、商業施設など



居心地が良く歩きたくなるまちなかの創出

○今後のまちづくりの方向性として、都市におけるイノベーションの創出と人間中心の豊かな生活の実現を
目指すため、令和元年に有識者懇談会が『「居心地が良く歩きたくなるまちなか」からはじまる都市の
再生』を提言。

○令和2年には、法律・予算・金融・税制等によるウォーカブル制度を創設。
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（参考）中間取りまとめ「成熟社会の共感都市再生ビジョン」（2025年５月16日）

目的性の高い移動だけでなく、
滞留・回遊行動の需要喚起も交通政策の対象として重要性が高まっている。



「軸」と「拠点」の形成に関する中心的な制度
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基幹的な公共交通沿いに
集約拠点の形成を促進

H19

H26

R2

集約型都市構造の提示

・公共交通と拠点整備による集約的な市街地像

立地適正化計画制度の創設

・公共交通軸と連携した都市機能や居住の誘導

・地域公共交通計画との一体性を確保

ウォーカブルなまちづくり

・目的性の高い移動だけではなく、滞留・回遊行動
の需要喚起も交通政策の重要な対象に

目指すべき都市像としての「コンパクト・プラス・ネットワーク」の実現に向け、

機能的な面だけではなく、都市の固有の魅力や、特定の目的に特化しない

滞留・回遊行動といった質的な面も、政策的な重要度が増している



２．我が国の「移動」をめぐる現状



若者層を中心とした外出・移動の減少

○2010年から2021年の10年間で、若者層を中心に外出率・移動回数が低下傾向。平日の業務が
減少しているほか、休日の食事や観光など、「都市を楽しむ」と言うべき移動についても減少が顕著。

○郊外や地方都市では「引きこもってしまっている」状況で、都市の質的な魅力の低下につながっている
という指摘も存在。

10出典：『Sensuous City 2025』LIFULL HOME‘S総研

漸減傾向であり、2021年は
過去最低を更新

通学、業務、買い物以外の私用
といった移動が減少

外出率（１日１回は家から出かける人の割合） 目的別移動回数（平日）

出典：第7回全国都市交通特性調査結果

地方都市では「食文化」や「自然」に強みがあったはず

が、それらに関連するアクティビティをことごとく減らし、

もともと強くなかった「店の人や他の客とおしゃべりしな

がら買い物をした」もさらにスコアを下げている。郊外も

同様に数少ない強みであった「自然」指標でスコアを

落とし、他の都市的な指標ではスコアを上げられな

かったということになるだろう。要するに、郊外や地方は

引きこもってしまっているのである。

『Sensuous City 2025』より抜粋（P.250）
金沢市のセンシュアス

度スコア
2025年調査

54.45

77.3(2015調査)

-22.8

【 家 か ら の お 出 か け や １ 日 の 移 動 回 数 の 変 化 】

【 『 S e n s u o u s  C i t y  2 0 2 5 』 に お け る 調 査 結 果 】

食事や観光を目的とする移動の減少が顕著

目的別移動回数（買い物以外の私用）（休日）

※2025年から22.8ポイント減少
※項目が違うため比較は目安である※通院は2010年より、つきそい・散歩は2021より調査
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公共交通利用者の減少

○バス輸送人員や路線距離は減少傾向。
○移動に公共交通を使わない主たる理由としては、「駅やバス停が遠い」、「運行本数が少ない」等が挙げ

られており、運行頻度や路線数といったサービス水準の低下が、更なる輸送人員の低下を招くといった
悪循環が生じる恐れ。
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公共交通の
サービス水準

に起因

＜路線廃止の状況＞（H20→R5年度）

○路線バス：約23,193kmの路線が廃止
○鉄軌道 ：約632.9kmの路線が廃止

【 路 線 バ ス と 地 域 鉄 道 の 現 状 】 【 日 常 的 に 公 共 交 通 機 関 を 使 わ な い 理 由 】

※日常的な公共交通機関の利用に関して、鉄道やバスの利用頻度に関する設問
に対し、「自動車やオートバイや自転車などを使うのでほとんど利用しない」と
回答したものを対象に複数回答。

※全国１８歳以上の日本国籍を有するもの3,000人を対象（回収率63.3%）。
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出典：平成29年「公共交通に関する世論調査の概要」（内閣府）
出典：令和７年度第１回（第24回）交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会



コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向けた課題
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〇 特定目的の有無にかかわらず、気軽に街に出て回遊するような移動が増えていく
ことが重要ではないか。

〇 そうした外出の動機となる拠点エリアの形成や、外出を促す（または、外出意欲を
削ぐことがない）移動サービスの提供が、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に
重要ではないか。

コンパクト・プラス・ネットワークで掲げる、都市の持続可能性や魅力の向上
といった都市像の実現のためには、市民の活動量を増やしていく必要。

外出率・移動回数が減少傾向であり、総体として市民の活動量が減っている状況。
今後の人口減少やデジタル化の進展に鑑みると今後も減少傾向が継続する恐れ。

【 課 題 】



３．本検討会で着目する、目指す都市の姿と
都市交通施策の関係



目指す都市の姿
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○コンパクト・プラス・ネットワークで掲げる、医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機
能がアクセス性高く一体的に提供されるとともに、市民や来街者が活発に行きかう街

○都市交通施策の目標としては、トリップを増やし、街に人が出ている（気軽に
アチコチお出かけできる）状態をつくる

【 目指す都市の姿 】

気軽に
アチコチお出かけ

したくなる・できる街

居心地がよく歩きたくなるまちなか機能性の高い都市構造の実現



市民の活動量を増やすための都市交通施策

○市民の活動量を増やすために、都市交通施策では特に以下の観点に取り組んでいくべきではないか
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① 土地利用と連動した、アクセスしやすく使い勝手（頻度、自由度等）の良い移動手段（モビリティ）の提供
（外出意欲を削がない程度以上のサービス水準）

② 外出の動機となる、魅力ある拠点または快適な日常生活圏の形成（時を過ごすことのできる街の形成）



課題の例①：立地適正化計画における公共交通軸でのサービス悪化

○立地適正化計画を作成後、骨格構造に位置付けた路線が廃止されたり、運行本数が減少している
都市が一定程度存在。
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○ A市では、平成31年3月の立地適正化計画公表以降、中心拠点および

生活拠点として位置付けた都市機能誘導区域を結び、居住誘導区域の設

定においても骨格として位置付けたバス路線の一部が、需要減により令

和3年10月に平日は2割程度減便し、休日は廃止

○ 立地適正化計画を作成後、居住誘導区域等の設定にあたり公共交通を

考慮している都市において、運行本数などサービスレベルを維持してい

る都市が約半数である一方、路線の廃止や、運行本数の減少が生じてい

る都市が数多く存在

出典：第19回都市計画基本問題小委員会（2022年9月20日） 資料１

【 骨 格 構 造 に 位 置 付 け た 路 線 の 廃 止 】 【 骨 格 構 造 に 位 置 付 け た 路 線 の 運 行 本 数 減 少 】



課題の例②：立地適正化計画における公共交通軸でのサービス悪化

○B市では、公共交通軸周辺に居住誘導区域を設定しているが、H29年からR5年の６年間で、沿線の
居住誘導区域で人口が減少している一方、市街化調整区域で人口が微増。

○このように、人口の動態が狙い（計画）と逆になってしまっている例が存在。

都市機能誘導区域

都市機能誘導区域の周囲300m圏
基幹的な公共交通軸となる路線
及びそれを補完するバス路線のう
ち、概ね片道50本/日以上運行し
ている路線から半径300ｍ圏

都市計画区域

市街化区域

都市機能誘導区域

居住誘導区域

【 立 地 適 正 化 計 画 の 狙 い と 人 口 動 態 が 逆 に な っ て い る 例 （ B 市 ） 】

出典：B市都市計画審議会資料より抜粋 17



課題の例③：立地適正化計画における公共交通軸でのサービス悪化

○C市では、バス路線である幹線道路の沿道に立地している大型商業施設への入口周辺で渋滞が発生
し、自家用交通や公共交通の速達性が低下する恐れ。
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出典：C市総合交通戦略より抜粋

出典：商業施設HPより抜粋

幹線道路（バス路線）に面した出入口

幹線道路（バス路線）の様子

Google map

出入口

大規模商業施設

バス路線

至 鉄道駅

【 公 共 交 通 軸 沿 線 に 大 規 模 商 業 施 設 が 立 地 し て い る 例 （ C 市 ） 】

バス路線

日曜日・祝日の夕方、１５時～１８時台は、
周辺道路や駐車場が大変混雑し、ご出庫までお時間を要する可能
性がございます。
公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しのお客様は混雑
日・混雑時間を避けてのご来館をおすすめします。



課題の例④：拠点エリアでの魅力の低下

○D市では、都市機能誘導区域が設定され、多くの観光客が訪れる中心部の商店街に車両交通が流入
し、滞在快適性に悪影響が生じている。

○このように、交通流の整序など、地区交通の処理が適正に行われず、歩行者空間の魅力に対して負の
影響が生じている事例が存在。
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【 車 両 交 通 が 流 入 し て い る 例 （ D 市 ） 】

○ 主要な観光資源が集中し多くの観光客が訪れる一方、複数のバス路線が通る幹線道路かつ生活道路となっていることから、人と車であふれている状況。
○ 商店街である一方で、車両が流入していることから、交通上の安全や歩行者空間の魅力に対して負の影響が生じている。

一番街の通り沿いに整備された駐車場

歩行者と自動車の錯綜

道路の横断の様子
出典：D市資料より抜粋

出典：D市立地適正化計画

人通りの多いエリア

鉄道駅

鉄道駅

鉄道駅

鉄道駅

撮影日：2025年5月 © 2026 Google



課題の例⑤：拠点エリアでの魅力の低下

○まちなかウォーカブル推進事業において、単なる道路の拡幅など、必ずしも滞在快適性の向上につながる
と言えないような、制度趣旨との整合が不明確な事例が存在

2020
歩道の整備の状況

【 ま ち な か ウ ォ ー カ ブ ル 推 進 事 業 に お け る 滞 在 快 適 性 の 向 上 と の 関 連 性 が 薄 い 例 （ E 市 ） 】

滞在快適性等向上区域

都市再生整備計画区域

○ E市では、交通安全性や利便性向上という観点から事業を実施しており、駅周辺道路における歩道の拡幅や点字ブロックの整備などを実施。

○ 一方、沿道には大規模商業施設や駐車場が隣接しているほか、道路と沿道空間はフェンスで分断され、歩行者中心の空間とは言い難い状況。

○ 必要性の高い事業であるが、ウォーカブル施策という観点では、当該事業と滞在快適性の向上との関連性が必ずしも高いとは言えない。

撮影日：2021年1月 © 2026 Google

撮影日：2021年1月 © 2026 Google

撮影日：2024年3月 © 2026 Google

撮影日：2024年3月 © 2026 Google



４．国内外での取組事例



統合的な都市交通計画

○欧州における『持続可能な都市モビリティ計画（SUMP：Sutainable Urban Mobility Plan）』で
は、従来の交通計画が「交通流の容量と速度」を主たる目的としてきたのに対し、「アクセシビリティや生活
の質の向上」を主たる目的に据えている。

○特に「人」に焦点をあて、交通のみならず様々な政策分野から統合的にモビリティニーズを満たすよう戦略
的に計画策定することが推奨されている。

22

「持続可能な都市モビリティ計画とは、生活の質（QoL） を向上させるた

めに、都市とその周辺に住む人々や経済社会活動におけるモビリティニー

ズを満たすように設計された戦略的な計画である。これは、既存の計画手

法に基づき、統合、参加、評価の原則を十二分に考慮したものである。」

持続可能な都市モビリティ計画の定義 SUMPの概念の基盤となる8つの原則

SUMP策定・実施プロセスの概要図

出典：SUMP: 持続可能な都市モビリティ計画の策定と実施のためのガイドライン 第2版

アウトカム指標の選定と目標値の設定

ステークホルダーとの協働
による施策パッケージの選択 ＜交通流の展開に関する３つの目標値＞

1．自転車、徒歩、公共交通機関の交通手段分
担率を全トリップの６０％に引き上げること

2.化石燃料を使用する自動車の台数（絶対値）
を減らすこと

3.自動車、バス、自転車による移動の所要時
間の差を改善すること

作業体制の構築



都市交通軸の確保

○地域公共交通の持続性を確保するためには、ネットワーク上に「軸」と「拠点」を定めることが重要である
ことが、令和６年４月の有識者検討会の中間とりまとめで報告されている。

○特に「軸」については、「お出かけ需要」や「生活需要」など様々な場面を想定し、人口規模など都市の
特性も踏まえながら、目標とする運行頻度・回数といった水準を戦略的・階層的に設定することが有効と
されている。

○設定に当たっては、立地適正化計画と具体的・即地的に一致させ、施設配置や空間形成等といった
都市政策と実質的連携を図ることが重要とされている。

「幹・枝・葉の交通」のうち、「枝の交通」は「公共交通軸」と

して階層化（都心、幹線、支線など）し、それぞれ一定の水

準（運行頻度・回数）を目標として設定。

立地適正化計画の「公共交通軸」と具体的・即地的に一致

させ、まちづくり政策（施設配置や空間形成等）と実質的

連携を図ることが重要。

23出典：「地域公共交通計画」の実質化に向けた検討会 中間とりまとめ



都市交通軸の確保

○富山市では、基幹的な公共交通軸となるLRTについて、需要追随ではなく需要創出の発想で、利用者
の利便性の観点から運行頻度を設定。

○宇都宮市では、高頻度なLRTの導入により、公共交通の利用者増加や、沿線の地価上昇が見られる。

24

都心地区
(まちなか）

公共交通沿線
居住推進地区

3,657

5,515 5,560 5,519 5,585 5,867 6,139 6,170 6,123 6,371
7,025 7,067 7,270 7,331 7,303

5,548
6,231

7,044 7,264
7,725

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

（千人）

（年度）定期（通勤） 定期（通学） 定期外

路面電車利用状況の推移

富山ライトレール開業

市内電車環状線開業
南北接続（第1期）開業 南北接続（第2期）開業

利用者過去最大

定期利用者も過去最大

【 富 山 県 富 山 市 】 【 栃 木 県 宇 都 宮 市 】

運行頻度は、
「時刻表を見ず
に使える水準」
を目安として、
日中15分間隔、
ラッシュ時10分
間隔という運行

間隔を設定

出典：宇都宮市提供資料より作成出典：富山市提供資料より作成



都市交通軸の確保

○八戸市では、市営バスと民間バスで別々にあった乗り場を統合し、ダイヤを平準化（等間隔・共同運行
化）や上限運賃化を実施。また、中心街を通る「バス路線の色分け」とアルファベット記号による「方向別
のナンバリング」により、利用者がどのバスに乗ればいいか直感的に分かりやすくなる工夫を実施。

○こうした取組により、バスの利用者が増加するなど、ソフト対策で公共交通軸の強化を図っている事例も
存在。

市営と民営が同一地図上で案内

増加傾向に転換

下げ止まり

【 ソ フ ト 施 策 に よ る 都 市 軸 強 化 の 取 組 （ 青 森 県 八 戸 市 ） 】

出典：八戸市提供資料より作成 25



ネットワークの中心を担う路線等は、松本市と交通事業者が締結した協定に基づき、

市が複数年にわたって負担金を支出し、安定的に交通サービスを確保。

都市交通軸の確保

○松本地域では、地域公共交通をインフラとして捉えて、行政が主体となった路線再編や系統の新設等を
実施。

○「エリア一括協定運行事業」を活用し、公募型プロポーザルにより選定した交通事業者との協定に基づき、
行政が主体的に設定したエリア全体でのサービス提供に対し、市が負担金を支出する「公設民営型」の
運営を実現。

26

①重複路線の整理、長大路線の分割

②地域ニーズに応じた増便や系統の新設

③運賃のキャッシュレス化や情報発信の強化【関連事業】

【 松 本 地 域 公 共 交 通 利 便 増 進 実 施 計 画 （ エ リ ア 一 括 協 定 運 行 事 業 ） 】

・効率性の向上による持続可能性確保

・利用ニーズに応じた路線設計による利便性向上

作成自治体、事業実施区域：松本市、山形村、朝日村

事業実施予定期間：R5.10～R10.9



都市交通軸の確保

○広島駅では従前、駅前において路面電車の行列が多発し、また、鉄道と路面電車の乗り換えに階を
またぐ移動が必要となっており、道路混雑、歩行動線の輻輳、乗り換えが不便であるなどの課題があった。

○駅ビルの建て替えと連携し、路面電車を鉄道の改札至近の2階部分へ進入させるルートを新設し、路面
電車の定時性や速達性の確保に加え、鉄道利用者の乗換抵抗の低下を実現。

○また、乗り場周辺の空間の高質化を図り、良質な滞在環境を創出するなど、利便性と空間の質の双方
から、乗換抵抗を低下させる工夫がなされている。

ルート再編

１階

２階

路面電車ルート図（広島駅周辺部）
広島駅南口広場 27

【 路 面 電 車 の ル ー ト 再 編 と 滞 在 環 境 の 創 出 （ 広 島 県 広 島 市 ） 】

整備後整備後

従前従前

路面電車
進行方向
路面電車
進行方向

JR広島駅JR広島駅



地区交通の適正な処理

○ブリュッセル市（ベルギー）では、地区交通計画を詳細に策定。中心市街地を８つのエリアに分類し、
各エリア内で歩行者ゾーンが拡張され、車両は接続経路を介してエリア間を移動。

○交通流の整序と空間再編を効果的に実施することで、居心地の良い都市空間を創出。

28

アンスパッハ通りを囲む形で中心市街地内に環状の交通迂回
路を設定

駐車場を外縁部へ集約し料金設定の工夫により中心市街地内
への自家用車の流入を抑制

約２０系統あるバス路線の再編によって車両同線の交錯やバ
ス停の発着に伴う渋滞を緩和させ、定時制・運行頻度を改善

①

②

③

取組における交通計画上の要点※

【 交 通 政 策 と 都 市 空 間 の 創 出 に 向 け た 取 組 み （ ブ リ ュ ッ セ ル 市 （ ベ ル ギ ー ） ） 】

アンスパッハ通り

整備前（左）と整備後（右）のアンスパッハ通り 撮影：吉野和泰
※都市と交通138号『ブリュッセル・アンスパッハ通りの歩行者空間化と中心市街地の面的交通再編』

鳥取大学 工学部 助教 吉野和泰（2025.01）より



地区交通の適正な処理

○自家用車の発着場所となる駐車場を適正に配置することは、拠点エリアの交通処理や、車での来街者
の利便性にとって重要。

○主要な通り沿いへの駐車場設置を規制したり、届出駐車場の面積要件の引き下げにより中心部の
駐車場の状況を詳細に把握するなど、効果的な駐車場マネジメントを実施している例が存在。

29

空き店舗化→ “とりあえず”駐車場の増加

路外駐車場配置等基準の概要（R6.7施行）

【 景 観 形 成 基 準 に よ る 出 入 口 規
制 （ 兵 庫 県 神 戸 市 ） 】

【 都 市 再 生 特 別 措 置 法 の 特 例 に よ る 届 出 基 準 の 引 き 下 げ （ 山 形 県 山 形 市 ） 】

景観形成基準に「駐車場の出入口は、景
観形成道路及び景観形成広場に面して設
置しないこと」などを記載。

出典：山形市まちなか駐車場適正化計画（令和５年12月）出典：神戸市景観計画



地区交通の適正な処理

○自転車は、都市における低炭素で自由度の高い重要なパーソナルモビリティ。
○徒歩をはじめ自転車などの移動モードと錯綜しない適正なすみ分けを図ることや、通勤通学や買物など

目的性の高い移動だけでなく、回遊行動を促すための活用なども重要。

30

Strøget（ストロイエ）のメイン通りStrøget（ストロイエ）のメイン通り メイン通り横の駐輪場メイン通り横の駐輪場

○ Strøget（ストロイエ）では、商店街の通り沿いの舗装・街路設備

・広場が一体的にデザインされ、滞留・回遊性の高い空間を形成。

○ メイン通り周辺やフリンジに公共駐車場・駐輪場を配置することで

中心部への流入を抑制。また、自転車専用道等を道路空間を整備。

【 コ ペ ン ハ ー ゲ ン （ デ ン マ ー ク ） 】

○ ユトレヒトでは、市街地中心部に歩行者ゾーンを設定し、一部の道

路で自転車・スクーター・自動車の通行を特定の時間帯で制限。

○ 歩行者ゾーンの周縁部に駐輪施設を配置し、自転車はエリア外縁ま

でのアクセス手段とし、中心部では徒歩による回遊を促進。

【 ユ ト レ ヒ ト （ オ ラ ン ダ ） 】

市内中心部の
歩行者天国

屋根および警
備付き自転車
駐車場

自転車は午後6時から
翌日の正午まで通行可能

自転車専用道自転車専用道自転車道と歩道自転車道と歩道

中心部の歩行者空間中心部の歩行者空間

出典：ユトレヒト市HPより



宮城県庁

勾当台公園
仙台市役所

広瀬川

西公園

45

286

仙台駅

※背景地図：地理院地図Vector

地区交通の適正化

○拠点エリアの滞在快適性を高めるためには、ウォーブル関連制度の活用のほか、ほこみち制度（歩行者
利便増進道路制度）の活用も有効。

○仙台市では、ウォーカブル区域（滞在快適性等向上区域）とほこみち（歩行者利便増進道路）
指定を併用し、整備段階での空間の高質化を図るとともに、管理・運営段階においては、まちづくり団体
による賑わい創出の取組と連携するなど、官民一体で滞在快適性を高める工夫がなされている。

○歩行者利便増進道路（定禅寺通）

利便増進誘導区域▼標準横断面図

歩行空間 車道側民地側

(mm)2,650850 3,500

・日頃から誰でも利用できるテーブルセット
やベンチを設置

・週末を中心に、マルシェを不定期で開催

R3～ まちなかウォーカブル推進事業を活用し、定禅寺通りの高質化を実施中
R4.7.27 ほこみち指定
占用主体であるまちづくり団体が、地元のコミュニティの場・賑わい創出、回遊性向上に向けた取組として様々な取組みを実施。

歩行者利便増進道路 滞在快適性等向上区域 事業箇所

休憩スペース（テーブルセット、ベンチ）
（定禅寺通） 賑わいイベントスペース（定禅寺通） 食事スペース（稲荷小路）

ウ ォ ー カ ブ ル 区 域 （ 滞 在 快 適 性 等 向 上 区 域 ） 内 に あ る ほ こ み ち の 事 例 （ 宮 城 県 仙 台 市 内 ）

31



歩行者空間化と合わせた周辺交通のマネジメント（大阪）

■ タクシー乗り場・道路を広場化する
３日間の社会実験（H28） ■ なんば広場の先行オープン（R5）■ 整備前:車スペースが大部分

用途制限等
なんさん南北通り建築協定 概要（抜粋）
【敷地・位置】

なんさん南北通り（なんさん通りのうち、難波中２交差点より北に延伸する通り）に面する部分
は自動車の出入口（荷物の搬入・荷捌きを目的として設けるものを除く。）を設けないものとする。

【用途】
次に掲げる用途を禁止
・１階のなんさん南北通りに面する部分を自動車車庫（荷物の搬入・荷捌きを目的として設け
るものを除く）、事務所、住宅、 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの。

等

交通規制・荷捌き機能再編

なんば広場
なんさん南北通り

32出典：大阪市HP、なんさん南北通り建築協定運営委員会

○ なんば駅前では、社会実験も踏まえながら、空間を車中心から人中心に変える官民の取組が進み、
広場の開業に至った。

○ 併せて、広場に接続する道路（なんさん南北通り）について、交通規制・荷捌き機能再編と、建物一階
部分の用途制限（店舗のみに限定）等により、なんば広場と一体となった質の高い歩行者空間を確保。



身近な生活圏の利便性・快適性の向上

○パリ市では、徒歩や自転車で、買い物、仕事、娯楽、文化、スポーツ、医療など、生活に必要なサービス
に15分以内でアクセスできる「15分都市圏」を掲げている。

33

「広場を改革しよう！
（Réinventons nos places!）」

• パリ中心部では、エリアごとに異なる日程
でZTLを設けており、該当日は午前11時
から午後6時までの間は車両の通行を禁
止。
例えば、シャンゼリゼ通りなどがある水色の
区間では、毎月第1日曜日は車両通行
を禁止し、歩行者天国としている。

• ただし、緊急車両や公共交通機関、エリ
ア内に目的地がある車両等は走行速度
20km以下で通行を許可。

「息をするパリ（Paris Respire）」

パリ中心地のZTL（左）、歩行者天国のシャンゼリゼ通り（右）

• バスティーユ広場にて、25,000㎡の
道路を歩道・自転車ゾーンに転換

通年
夏季

第1日曜日

出典：パリ市HP

「１５分都市」のイメージ 整備前 整備後

出典：franceinfo,Paris – La place de la Bastille fermée à la circulation cemardi après-midi, 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-iledefrance/paris/paris-place-bastille-fermee-
circulation-ce-mardi-apresmidi-1700084.html, Accessed Apr.2020

【 パ リ 市 の 「 １ ５ 分 都 市 圏 」 】



次世代のモビリティへの対応

○近年、公共交通や多様なシェアモビリティを結節する「モビリティ・ハブ」に注目が高まっている。
○都市における多様な移動の選択肢の提供や、ラストワンマイル交通の充実、小さな賑わいの核の形成

などの観点から、こうしたモビリティ・ハブの導入や充実が有効。

34

○ ブレーメン市内では、カーシェアリングステーションである

”mobil.punkt”を市内160か所以上に整備。バスやトラムの停留所に

近接して整備されている事が多く、モビリティハブとして自転車や

キックボード等に乗り換え利用が可能。限られた都市空間において

、自家用車による駐車スペースの削減にも寄与。

【 ブ レ ー メ ン 市 モ ビ リ テ ィ ハ ブ ” m ob i l . p unk t ” 】

○ まちなかの交通と生活サービスのハブとなるスペースとして、民間

事業者が整備。カーシェア、電動アシスト自転車、スクーターのステ

ーションとなっており、併設する広場において、キッチンカーを用い

たイベントなどが開催されている。

【 さ い た ま 市 「 大 宮 ぷ ら っ と 」 】

さいたま市大宮ぷらっと（埼玉県大宮市）

mobil.punkt（ブレーメン）

出典：大宮ぷらっと公式サイトより

出典：mobil.punkt公式サイトより



次世代のモビリティへの対応

○来るべき自動運転社会に備え、都市空間もそれに対応したものとして整備を進める必要。
○このため、国土交通省では令和7年5月に『都市空間における自動運転技術の活用に向けたポイント

集』を公表。
○この中では、自動運転技術への対応のみならず、将来の都市空間・街路空間が目指していくべき姿を

念頭に置いた整理を試みている。
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〇 自動運転車両と手動運転車両が混在する社会や、混
在せずに本格的に導入が進んだ社会についてポイン
トを整理。

〇 ４つの対象エリア「都市交通」「街路空間」「駅前
広場」「身近なエリア」ごとに検討。

〇 完全自動運転社会により移動の自由度が高まったと
しても、「コンパクト・プラス・ネットワーク」及
び「ウォーカブルな空間づくり」は目指していくべ
き都市像であることを確認した。

【 自 動 運 転 ポ イ ン ト 集 】 ・・・自動運転技術のメリットや留意事項、まちづくりへの活用の考え方について整理

出典：都市空間における自動運転技術の活用に向けたポイント集（令和７年５月２７日）

「街路空間」における完全自動運転社会のイメージ


